
～委員会の役割～
・制度の普及、見直し
・研修テキスト及び理解度チェックの提供・見直し
・実施機関の審査・登録
・育成研修の講師の登録（講師リスト作成）及び連絡先提供

研修受講者（狩猟免許を有する捕獲者）

ジビエハンター育成研修の運営体制

②受講
申請

④テキスト送付・
講師連絡先送付

ジビエハンター育成研修制度委員会（農水）

実施機関
（都道府県・民間団体等）

①研修
案内
（募集）

④修了証発行
⑤受講後の
フォローアップ

③研修
開催

（受講）

①申請
②審査
③登録

～実施機関の流れ～

制度及び実施要領に基づき、以下を実施。
①研修実施要領等を作成
②委員会（農林水産省）へ申請
③捕獲者へ研修案内（受講者募集）
④研修会を実施
・委員会作成の研修テキスト等を活用
・講師は、委員会に登録された講師を活用
⑤受講者へ修了証を発行
⑥受講後のフォローアップ
（関連法令等が改正された場合、受講者へ周知）

※講師への謝金・会場費等は実施機関での負担となるが鳥獣交付金で支援可能


